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　南風原町地域生活支援拠点等事業（以下「拠点事業等」）は、南風原町地域生活支援拠点等事業実施要綱の規定により、障がい者及び障がい児（以下「障がい者等」）が障がいの重度化、高齢化、介護者不在等の状況になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、障がい者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築することを目的とする。
　今後の拠点事業等の整備推進及び機能充実に向け、町と事業所は以下の通り協議を行った。
記

（１）拠点事業等の整備状況の確認と整備促進における課題等
　　①整備状況
　　　・地域における複数の機関（基幹相談支援センター、委託相談支援事業所、計画相談支援及び障害児相談支援、障がい福祉サービス事業所など）が連携体制を強化し、役割分担を担う「面的整備型」として整備を進める。
　　　
　　②課題
　　　・拠点事業等の啓発活動不足により、登録事業所が少ない
　　　・拠点事業等の備えるべき5つの機能（①相談、②緊急時の受入れ・対応、③体験の機会・場の提供、④専門的人材の確保・養成、⑤地域の体制づくり）の③④⑤が未整備
　　　・障がい福祉サービスの未利用者等、関係機関が把握していない者の緊急時の対応
　　③その他
　　　・南風原町自立支援協議会（拠点部会）で課題、整備状況について適宜協議する。
　
（２）実際に支援を行う場合の連携方法等
　　　・「南風原町拠点事業緊急時受入れ・対応フローチャート」参照
　　　・登録事業所の特徴を把握するため、施設概要を記入作成

（３）整備状況の公表に係る周知方法等
　　南風原町ホームページ等により、事業所の名称並びに所在地、連絡先及び実施する拠点事業等を公表するものとする。

協 議 日：　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　    事業所名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　    管理者等：　　　　　　　　　　　　　（役職：　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　    連携担当：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
